
「Clinical Engineering　2015 年 7 月号（Vol.26， No.7）」におきまして，誤りがございました．謹んでお詫び申し上
げますとともに，以下のように訂正いたします．

正誤表

頁数 誤 正

p. 725，

「55　学校法人・専門学

校 首都医校（臨床工学

技士特科）」の掲載区分

②臨床工学技士学校・養成所

（臨床工学技士法第14条4項：厚生

労働大臣が指定する科目の単位を

履修する課程）

①臨床工学技士学校・養成所

（臨床工学技士法第14条1，2，3項）


